
支援会議（市町村ごとの関係部署・関係機関から成る会議体）

効果体制構築のポイントきっかけ

栃木県の基本情報（令和7年1月時点）

25
市町村数

14市、11町

188万人人口

栃木県地域生活定着支援センターの事例

• センター単独での支援に限界があっ
たため、センターは県内市町村の福
祉担当や関係機関と連携したいと
考えていた。

• 市町村を対象とした県主催の説明
会で、センターが定着事業の趣旨を
説明し、支援会議（市町村ごとの
関係部署・関係機関からなる会議
体）の体制構築に繋がった。

• 県を介して市町村にアプローチ：
センターが市町村に直接声掛けを
行うのではなく、県の定着事業所
管課から県内市町の福祉総務課
声掛けをしてもらうことで、支援会
議を実施する体制を効率的に構
築できた。

栃木県地域生活
定着支援センター

業務報告

栃木県
福祉総務課

市町村との連携

定着事業担当へ支援
会議への協力を要請

• 支援会議によって、センターと市町
村や地域の関係機関との役割分
担が明確になったため、センターの
業務負担が軽減された。

• 市町村にとっては、支援会議をきっ
かけとして、必要に応じて関係部署
や庁外の関係機関の連携が強化
され、支援の質が向上した。

連携の概要

体制図

略称…センター：栃木県地域生活定着支援センター

センターの基本情報（令和7年1月時点）

4名職員数

平成22年設立年

特定非営利活動法人運営主体の法人格

地域ケア
会議等の協議会

センターが市町村へケースごとに相談
必要に
応じて連携

県内市町村

各市町村の
庁内外関係者

各市町村の
定着事業担当者

必要に応じて
参加を依頼

県内の市町村には、県から振り分け
られた定着事業との連携を所管する
担当者が配置されている

2～3ヶ月
に一度、
対面で実
施している ケースに応じて、高齢・障害等

の各分野の関係部署や、地
域包括支援センター等の関係
機関が出席している


